
 
令和７年度 第２回足立区立図書館協議会 議事録 

会 議 名 令和７年度 第２回足立区立図書館協議会 

事 務 局 
地域のちから推進部 生涯学習支援室 中央図書館 

                 図書館サービスデザイン担当課 

開催年月日 令和７年９月２９日（月） 

開 催 時 間 午後２時００分 ～ 午後４時１０分 

開 催 場 所 生涯学習センター 講堂 

出席委員 

大串 夏身 委員 原田 隆史 委員 豊田 恭子 委員 

圷  直孝 委員 髙橋 妙子 委員 塚本 祐士 委員 

檜垣 由紀 委員 藤田 利江 委員 柳川 富士雄 委員 

菊入 伸二 委員 田中 岳晴 委員  

欠席委員 
浅野 有美 委員、芦川 珠美 委員、小林 野渉 委員 

三浦 昌恵 委員 

出席職員 

中央図書館長 

大久保 慎也 
図書館サービスデザイン担当課長 

河合 郁子 

中央図書館 

鵜殿 崇人 

中央図書館 

兼平 聡 
中央図書館 

河野 春樹 
中央図書館 

木村 徹也 

中央図書館 

原 弘一 
中央図書館 

島澤 良将 
中央図書館 

福澤 紘太 

図書館サービスデザイン担当課 

大垣 裕美 

図書館サービスデザイン担当課 

井上 淳子 

図書館サービスデザイン担当課 

柴田 志帆 

図書館サービスデザイン担当課 

中本 真帆 
  

会議次第 

１ 委嘱状交付 

２ 議長挨拶 

３ 前回議事録の確認 

４ 事務局からの説明・質疑応答 

（１）漫画の収集について 

（２）館内のルール・マナーの見直しについて 

５ 事務連絡  

（１）次回協議会の日程（案） 



会議資料 

資料１   足立区立図書館協議会委員名簿 

資料２   令和７年度第１回足立区立図書館協議会議事録 

資料３   漫画の収集について 

資料４   館内ルール・マナーの見直し 

参考資料１ 足立区の図書館（令和５年度事業報告書） 抜粋 

参考資料２ 区立図書館 館内図 

参考資料３ 「足立区立図書館の新しい館内ルール」に関する調査 

＜撮影＞自由意見（抜粋） 

そ の 他 なし 



1 

 

午後２時００分開会 

 

○大久保中央図書館長 定刻になりましたの

で、ただいまから第２回足立区立図書館協

議会を開会いたします。本日はお忙しいと

ころ、また大変お暑い中ご出席を頂きまし

て、誠にありがとうございます。 

  私は、本協議会の事務局を務めさせてい

ただきます足立区立中央図書館長の大久保

でございます。 

  また、僭越ではございますが、本日、事

務局として出席させていただいております

区のメンバーをご紹介させていただきます。 

  図書館サービスデザイン担当課長、河合

でございます。 

○河合課長 河合です。よろしくお願いしま

す。 

○大久保中央図書館長 そのほか、中央図書

館の職員も出席させていただいております。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

  以降、着座にて失礼いたします。 

  議事に入る前に３点ご案内いたします。 

  １点目です。 

  本協議会は、足立区立図書館条例及び足

立区立図書館協議会運営規則に基づき実施

いたします。 

  ２点目です。 

  本協議会は、足立区立図書館協議会運営

規則第５条に基づき、委員の半数以上の出

席により委員会が成立いたします。 

  本日は、残念ながら４名の方がご欠席と

なっておりますが、出席委員は過半数に達

しておりますので、委員会が成立している

ことをご報告いたします。 

  最後に、３点目となります。 

本協議会は、公開を原則としているため、

会議録をホームページ等で公開させていた

だきます。会議録作成や記録のため、事務

局にて録音及び撮影を行うことをご了承く

ださい。 

  本日は傍聴人の方もお越しいただいてお

りますが、傍聴人の方は録音及び撮影はで

きないこととなっておりますので、ご了承

いただきたいと思います。 

  議事に入りましたら、ご発言の際には、

最初にご自分のお名前をおっしゃっていた

だいてから発言をお願いいたします。 

  では、ここから議事の進行は議長にお願

いしたいと思います。 

  大串議長、よろしくお願いいたします。 

 

────────◇──────── 

 

○大串議長 それでは、進行を代わらせてい

ただきます。改めまして、本協議会の議長

を務めさせていただきます大串と申します。

よろしくお願いいたします。 

  まず初めに、次第の１番目「委嘱状交付」。

事務局から説明及び委嘱状交付の準備をお

願いいたします。 

○鵜殿係長 事務局を務めます足立区立中央

図書館管理係長の鵜殿でございます。 

  私から委嘱状の交付についてご説明させ

ていただきます。 

  令和６年８月１日から本協議会の委員と

してご尽力いただきました戸部明男様です

が、足立区視力障害者福祉協会の会長職の

交代に伴い、令和７年８月６日付で協議会

委員をご解任となりました。 

  新たに足立区視力障害者福祉協会の会長

に就任されました柳川富士雄様に令和７年

８月６日付で協議会委員を委嘱いたします。 

  それでは、新任の柳川様に委嘱状を交付

いたします。 

  柳川様、中央図書館長、よろしくお願い

いたします。 
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○大久保中央図書館長 委嘱状、柳川富士雄

様、足立区立図書館協議会委員を委嘱しま

す。令和７年８月６日から令和８年７月３

１日まで。令和７年８月６日、足立区教育

委員会。どうぞよろしくお願いいたします。 

○柳川委員 謹んでお受けいたします。あり

がとうございます。 

○鵜殿係長 柳川委員、ありがとうございま

した。 

○大久保中央図書館長 皆様ありがとうござ

いました。 

  では、ここから再度、進行のほうを大串

議長に戻させていただきます。 

  よろしくお願いいたします。 

○大串議長 分かりました。ありがとうござ

いました。 

  ここで何か新しい委員の方に一言お言葉

を頂くということはありますか。 

○大久保中央図書館長 事務局でございます。 

  特段予定はしていなかったんですけれど

も。 

○大串議長 やはり一言お言葉を頂いた方が

よろしいんじゃないかと思いますけれども。

いかがでございますか。 

○柳川委員 どうも皆さん、私、視力障害者

福祉協会の会長になりました柳川富士雄と

申します。 

  何せ慣れない、ましてや目の前が何も見

えない全盲でございますので、皆さんの足

を引っ張ったりすることなしに、お手柔ら

かにひとつお願いいたしたいと思います。 

  できるだけご協力させていただいて、精

一杯、勉強を兼ねて、今後ともよろしくお

願いいたします。 

○大串議長 ありがとうございました。 

  私も、個人的な話で申し訳ないんですけ

れども、私が図書館というのを初めて意識

したのは、私の田舎の伊万里にやはり目が

見えない大叔父がいまして、田舎に帰ると

必ずその大叔父に本を読んでやるというの

を、頼まれていつも読んでいたんですけれ

ども、あるとき大叔父が、最近国会図書館

で対面朗読を始めた、それで伊万里の図書

館でやっているのかちょっと伊万里の図書

館に行って聞いてこいと言われて、行って、

それで、やっていないと。それで、東京に戻

って、日比谷図書館とかいろいろ聞いてみ

たら、どこもやっていなかったんですね。

国会図書館の担当の方にお電話をおかけし

て、国会図書館でやっていらっしゃると言

うのですけれども、どういう意図で、これ

からどうされるんでしょうかと言ったら、

国会図書館の方が、これは国としての先導

事業としてやって、これを市町村、都道府

県、これに順次広げていって、日本国中で

対面朗読ができるような、そういったシス

テムを整えるために始めたというふうにお

っしゃいました。 

  それで、私は１９８０年に２３区に出向

いたしまして、最初にそこの担当係長がや

はり同じことを聞かれました。これから２

３区として障害者の方々に対する図書館と

してのサービスを始めるんだけれども、ど

ういうふうにやったらいいのか君は専門職

だから知っているだろうというふうに言わ

れて、私、聞かれまして、何も答えられず

に、答えられなかったんですけれども。そ

のとき、係長は大変怒りまして、君は専門

職なのにそんなことも知らないのか、ちゃ

んと勉強しなきゃいけないと言われまして、

私、それから一生懸命勉強して、今ではこ

ういう形になったわけでございますけれど

も。 

  そういうことで、当時、１９７３年に私

が東京都の図書館に勤めたとき、実は盲導

犬が部屋の中にいまして、やはり目が見え
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ない方が職員として採用されていて、それ

で、障害者のサービスの先頭に立ってこれ

からやるんだということで、その方は後に

東京都の障害者の方々の協議会の会長をさ

れて、今はもう多分引退されたと思うんで

すけれども、そういうことで、ぜひ我が足

立区でも委員を、意見をいろいろと頂いて

進めていきたいというふうに思います。ひ

とつよろしくお願いいたします。 

 

────────◇──────── 

 

○大串議長 では、次に、次第の３番「前回

議事録の確認」を行います。まず、事務局

から説明をよろしくお願いいたします。 

○大久保中央図書館長 では、事務局大久保

のほうから、前回議事録のご確認をさせて

いただきます。 

  お手元、資料２、ご用意ください。Ａ４

縦のもので、ホチキス留めになっているも

のでございます。 

前回、第１回協議会は、７月２日に開催

させていただきましたが、漫画の収集と館

内のルール及びマナーの見直しについて非

常にたくさんのご意見を頂戴しております。

まずは、その中から主な意見を抜粋してご

説明、ご確認をさせていただきます。 

まず、漫画の収集についてご紹介いたし

ます。 

資料２の９ページをお開きください。 

こちら９ページの下のほうから、藤田委

員と菊入委員のご意見を記載させていただ

いております。 

藤田委員からは、漫画については、本の

導入として非常に有効なツールであるとか、

公共図書館で読めるということになれば学

校としても子供にとっても有り難いという

ようなご意見を頂戴しております。 

菊入委員からは、めくっていただきまし

て、１０ページの左側中段辺りになります

けれども、漫画は子供たちが読むことの１

つのきっかけとして、また図書館に足を運

ぶ機会を増やすきっかけにもなるのではな

いかというご意見を頂戴しております。 

同じ１０ページ右側中段から髙橋委員の

ご意見を記載させていただいております。

こちら１１ページのところになりますけれ

ども、例えば漫画をきっかけにして、古典

であるとか歴史ですとか、そういったもの

を詳しく知りたくなったら本にたどり着く

という、そういう足がかりの１つとして漫

画はよいツールではないかというご意見を

頂戴しております。 

そこから少しページが飛びまして、１３

ページになります。１３ページの一番最後

のところが塚本委員のご意見になっており

まして、おめくりいただいて、１４ページ

から１５ページにかけてご意見を頂戴して

おります。例えば１つのアイディアとして、

漫画と漫画の基になった本を一緒に図書館

に置くとよいかもしれないということでご

意見を頂いております。漫画をきっかけに

して、その基の本をより深く知っていくと

いう導線もできるのではないかというご意

見を頂戴いたしました。 

１５ページ後段から芦川委員のご意見を

頂いております。芦川委員からは、日本語

が母語ではない保護者ですとかお子さんに

とって、漫画というのは、イラストで言葉

ですとか暮らしに役立つ情報提供、そうい

ったものに役立つのではないかというご意

見を頂戴しております。 

漫画に関する最後のご意見になります。

ページを少し飛びまして、１８ページにな

ります。こちら１８ページの左半分、上の

ほうですが、豊田委員のご意見になります
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が、漫画の収集に当たっては、その方針に

も絡めて、ボリュームがつかめるとよいの

ではないかというご意見を頂戴しておりま

す。 

こちらのご意見に基づきまして、本日は、

漫画の収集方針の中に、どれぐらいの購入

数を今、区のほうで想定しているかという

のを入れさせていただいておりますので、

後ほどご説明させていただきます。 

続きまして、館内のルール・マナーの見

直しに関するご意見を幾つか紹介させてい

ただきます。 

議事録、少し飛びまして、２３ページか

らお開きください。 

こちら２３ページの右側のところから檜

垣委員のご意見を記載させていただいてお

ります。具体的なポイントとなるご意見で

すが、おめくりいただいて２４ページを御

覧いただきまして、２４ページの右側のと

ころでございますけれども。図書館につい

て、全く無音ということではなく、多少の

声が出るというのは許容してもよいのでは

ないか、会話も弾むということが必要では

ないかというご意見を頂戴しております。 

その次に、圷委員からご意見を頂いてお

りまして、２５ページの最後のほうになり

ますけれども、図書館のルールを守ってい

ただくということについては、禁止という

ことではなくて、例えば感謝の視点からそ

ういった文言をポスターにしていくとよい

のではないかと。ルールを守っていただけ

るとうれしいですという、そういうメッセ

ージの出し方もよいのではないかというご

意見を頂戴しております。 

最後になります。２６ページ、こちら塚

本委員からルール・マナーの見直しに関し

てご意見を頂いております。２６ページの

右側辺りですけれども、図書館については

やはり静かな空間を求める人も一定数い続

けるであろうから、物理的に分けるという、

そういった方法も有効ではないかという形

でご意見を頂いております。 

以上、主なご意見となります。 

本日事務局のほうでは、前回頂いたこれ

らのご意見を踏まえまして、漫画の収集と

館内のルール・マナー見直しについて事務

局の資料をまとめさせていただいておりま

すので、ご意見いただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

○大串議長 ありがとうございました。 

  それでは、前回の議事録についてご意見、

ご質問がありましたらご発言いただきたい

と思います。何かございますでしょうか。

これは、ほとんど言ったとおりに起こして

いただいているみたいです。私の発言のと

ころは、もうちょっと言葉を丁寧に話をし

なくてはいけないなとか、いろいろ反省す

ることが多いですね、いつも拝見すると、

と思ったりなんかするのですけれども、そ

う言っている割にはなかなかそれが実行で

きないという、こういう問題もあるんです

けれども。 

  何かございますか。特になければ次に進

みたいというふうに思います。 

 

────────◇──────── 

 

○大串議長 それでは、次の４番「漫画の収

集について」、まず事務局のほうからご説

明いただいて、その後、質疑応答というふ

うに進みたい。よろしくお願いいたします。 

○河合課長 図書館サービスデザイン担当課

長の河合でございます。私のほうから、漫

画の収集について説明をさせていただきま

す。 

  お手元にあります資料の３を前方のほう
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に投影しております。細かい部分について

はお手元の資料もご確認いただきながらお

聞きいただければと思います。８分ほどお

話しさせていただく予定です。 

  漫画の収集について、先ほど大久保館長

からもお話がありましたように、第１回の

委員会で委員の皆様から頂いたたくさんの

ご意見、そちらを踏まえて作成をしました

事務局案を、本日ご説明をしたいと思いま

す。これを受けてのご意見をこの後頂戴で

きればと考えております。 

  収集の目的ですが、３点です。第１回の

ときは２点だったのですけれども、これ（１）

を追加いたしました。この後ご紹介します

一覧表のＡとＢ、足立区に関連する漫画を

地域資料として収集していく旨を（１）と

して追加をしております。（２）（３）は変

更はありません。 

  前回は、文化や芸術としての漫画を楽し

むという目的について、多数の委員から前

向きなご意見を頂きましたので、こちらに

ついては、令和９年度以降の検討課題とし

ていきたいと考えております。 

  収集する漫画の種別（案）です。Ａから

Ｇまで、こちら前回と同じ表になりますが、

まずは７種類のうちＡからＦの６種類で収

集を開始したいと考えております。Ｇにつ

いては、収集目的ともリンクいたしますが、

作品数が大変多いことから、一旦保留とし

て、芸術、文化としての漫画収集は、令和

８年度からの収集と、それから実際の利用

の状況を見てから、令和９年度以降に改め

て検討をしていきたいと考えております。 

  選定基準の事務局案がこちらになります。

こちら前回から変更になっているのは、（１）

を追加している点が変更点でございます。 

  こちら具体的な収集冊数の案でございま

す。令和８年度ですね。まず、ＡとＢ、地

域資料としての漫画、それからＣ、Ｄ、Ｅ、

Ｆ、入門書としての漫画は性格が異なるた

めに、分けて検討をいたしました。 

  足立区の今年度の資料枠は約１億円、そ

の５％を想定すると５００万円になります。

平均単価を１冊１，０００円として、５，

０００冊の収集という形で今つくった表が

こちらになります。令和８年度予算は現在

審議の途中なので、現時点では仮定の数字

ということになりますこと、ご了承、ご承

知おきください。 

  ５，０００冊のうち１，５００冊を中央

図書館に、３，５００冊を地域図書館のほ

うにと想定しております。地域資料の収集

は初年度が中心になるため、中央館での収

集冊数が多くなっているという状況でござ

います。 

  ＡとＢ、具体的な収集の冊数、作家さん

のお名前になります。足立区ゆかりとして

収集していく７名の作家さん、こちらのほ

うで今想定をしております。 

  続いて、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、入門書、入門書

としての漫画です。こちら一般書の所蔵冊

数に対応させるようなバランスでの収集を

考えました。図書館の本の分類方法は、０

類から９類まで全部で１０の分類がありま

す。一般書の所蔵量は……の高さと対応し

ているというふうに考えまして、一般書と

漫画で分類ごとの割合が近くなるように想

定をいたしました。左が一般書、右が漫画

ですが、グラフのカーブ、山の形がほぼ同

じであることがお分かりいただけるかなと

思います。 

  例外は、９類の文学になります。小説を

多く含むため、一般書では９類はほかの分

類に比べて所蔵冊数が多くなっております

が、漫画におきましては、入門書として役

に立つという目的を鑑みて、０から８類を
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中心に収集していきたいと考えております。

特に３類、社会科学の分野は、法律、経済、

社会問題、教育などを含むため、ビジネス

書や区民の生活に身近な課題の解決方法な

どをテーマとした本が多いため、手厚く収

集したいと考えております。９類では、古

典作品や名作などを漫画にしたものを中心

に収集し、文学作品への世界へのきっかけ

をつくっていきたいと考えております。 

  ここでは、漫画ならではの要素といたし

まして、作品数と冊数という数字について

押さえておきたいと思います。 

  皆さん御存じのように、Ｆのストーリー

漫画は、１巻で完結する作品は少なく、複

数巻になる作品がたくさんあり、１０巻、

２０巻は普通、長いものでは５０巻、１０

０巻を超えていきます。テーマごとの入門

書として収集バランスを考えるときには、

冊数ではなく作品数で考えていくのが現実

的だと思われます。先ほど、分類ごとのバ

ランスのグラフも作品数で算出をしており

ます。 

  ここでは、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆの種別の割合

について、作品数、冊数ごとに示しており

ます。左側のグラフは作品数のグラフで、

こちらではＦは全体の４分の１程度になり

ますが、右側のグラフ、収集冊数の方では

８割近くをＦが占めているということにな

っていきます。そのような想定をしており

ます。 

  次は、配架、つまり書架に並べるときの

考え方です。 

  Ａ、Ｂは、地域資料のコーナーに並べて

いきます。中央図書館では、足立区ゆかり

の人と作品のコーナーに作家別またはエリ

ア別で配架をしていきます。スライドに載

っております写真が、現在、中央図書館の

２階にある「足立 ゆかりの人と作品」の

コーナーになります。 

  Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆは、各作品のテーマに合

わせて、図書館の分類法、先ほどの０類か

ら９類というものですね。こちらで一般の

書籍と一緒に配架をします。これにより、

そのテーマのことを調べたい人に活字の本

と漫画のどちらも届けることを目指してい

きます。文学作品においては、原作と漫画

作品が並んで配架されることになっていき

ます。 

  所蔵館と貸出しについての案がこちらに

なります。漫画の種別ごとに整理をいたし

ました。 

  ＡとＢは地域資料なので、次の世代へ継

承するために、１冊目は研究・保存用とし

て貸出しはいたしません。２冊目以降はた

くさんの方に読んでいただけるよう貸出し

可として中央館と地域館にて所蔵していき

ます。 

  Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆは、現在の利用者の課題

を解決したり、新たなテーマに関心を持っ

ていただくため、貸出し可としていきます。 

  第１回の協議会では、貸出しせずに来館

してもらうことで資料の閲覧効率を高めて、

図書館の来館促進とし、また破損のリスク

を小さくしている図書館についてお話があ

りました。メリットの多い手法と思いまし

て検討してみましたが、足立区では次の２

点から貸出しをしていきたいと考えており

ます。 

  １点目は、広い区内に１５館が点在して

おりまして、公共交通網も十分とは言い難

いのが足立区です。自分で読みたいタイト

ルを所蔵している館が遠かった場合に、そ

こへ足を運んで読むというのがハードルの

高い区民も多いだろうということが予想さ

れます。足立区の漫画の収集目的を考える

と、物理的な距離のために利用したい人が
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利用できないというのは避けたいと考えま

す。また、自宅の近所の図書館に取り寄せ

て読めるようにすることが求められていく

だろうと考えております。 

  ２つ目です。小規模な地域館もありまし

て、混雑時には閲覧席数が足りなくなるこ

ともあるため、こちら借りて自宅で読みた

いというニーズが高いことも予想されます。 

  そういうわけで、足立区では貸出しが中

心になることを考えております。 

  漫画については、事務局案は以上となり

ます。 

  本日は、この後、この事務局案について

ご意見を頂き、事務局案を収集し、その後

の第３回の図書館協議会にて委員の皆様に

ご確認を頂くようなスケジュールを想定し

ております。 

  事務局からの説明は以上となります。 

  大串議長、よろしくお願いいたします。 

○大串議長 ありがとうございました。 

  今、事務局からご説明いただきました。

それで、この漫画の収集についてご意見、ご

質問があったら、まず、今の説明に対して何

かありましたらご発言をお願いしたいとい

うふうに思いますけれども、いかがでござ

いましょう。ありませんか、特に。どうです

か。ちょっと待ってください。 

○豊田委員 では、私からいいですか。 

○大串議長 ちょっと待ってください。 

  すみません。今、ちょっと、いつ頃この

資料が配られたのか確認させていただいて、

先週の金曜日に一応お配りしたということ

で。事前に目を通していただいていると思

います。 

  それで、今、何かご発言。 

○豊田委員 私。 

○大串議長 どうぞ。よろしくお願いします。 

○豊田委員 非常に丁寧におまとめいただ

きまして、どうもありがとうございました。 

  分類ごとに実際に一般利用の図書の割

合の状況を踏まえた形で、漫画作品におい

てもそろえていくというところで納得感が

とてもあるんですけれども、１つだけ、地

域館との比率というのをちょっと確認をし

たいと思っています。 

  実際、中央館と地域館の収集冊数の内訳

をここですね、出していただいていますけ

れども、地域館というのはやはりそれこそ

結構な大きさのものもあれば小さいところ

もある。予算規模も様々ではないか。ある

いは、借り出されていく種類も地域色とい

うのが少しあるんじゃないかと勝手に想像

しているんですけれども、取りあえずはま

ずは大きく数をぽんぽんぽんと置いただけ

なのかなとは思っているんですが、最終的

にどういったタイトルをどの辺の地域に収

めていくというふうなことも、多分この１

４館が一律ではなくて、ばらけるような形

になっていくのかなというのをちょっと確

認させていただきたいと思いました。 

○大串議長 よろしくお願いします。 

○河合課長 ありがとうございます。事務局

河合です。 

  豊田先生おっしゃっていただいたよう

に、地域館のほうの冊数、今ちょっと仮の

数字で充てております。 

  あとこれから、これ令和８年度の収集冊

数なので、この後、また来年、それ以降、９

年度以降も収集していくということにはな

っていくのですけれども、中央館と地域館

の中でのタイトルの収集は、１４館全てが

重なっていくみたいなことは今のところ考

えておりません。多めの、なるべく多くの

タイトルを読んでいただけるように、出会

っていただけるようにしたいなと考えてお

ります。 
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  ただ、区内に１タイトルだけだと読みた

い方のニーズを満たしていくことが難しい

かなというのも考えられますので、タイト

ルの需要に合わせてにはなりますが、２、

３、５、６、各タイトルにつき２、３とか

５、６とかというような所蔵数になってい

き、それが地域館も含めて、足立区内に、

全体にバランスよく散らばっていくような、

そういう収集をしていきたいと考えており

ます。 

○大串議長 ありがとうございます。何かご

ざいますか。 

○豊田委員 ありがとうございます。それを

踏まえた上で、Ａ、Ｂの収集冊数が地域館

２０冊となっているではないですか。１４

館で割ると、ほとんどもう一冊ずつという

感じですよね。 

○河合課長 先生、これ、１館につき２０冊。 

○豊田委員 １館につきということなの。 

○河合課長 はい。 

○豊田委員 ああ、なるほど。私、これをど

うやって分けるのかなと勝手に思ってしま

いました。大変失礼しました。では、この

横の２３０冊とかいうのも全部各館という、

そういう意味ですね。 

○河合課長 はい。 

○豊田委員 了解しました。 

○圷委員 いいですか。 

○大串議長 どうぞ。お名前をひとつよろし

くお願いします。 

○豊田委員 すみません。ごめんなさい。名

前を言うのを忘れました。東京農業大学の

豊田でございます。よろしくお願いします。 

○圷委員 では、すみません、引き続きまし

て、あだち絵本シアターから参りました圷

と申します。よろしくお願いします。 

  今、豊田先生のほうでおっしゃっていた

ところ、私も２０冊といったのがどういう

２０冊なのかということで、今すっきりし

たところだったんですが、実はこのＧのと

ころに関しては収集方法が若干違うという

こともあったんですが、今回、漫画という

ことで、通常の書籍なんかよりも、もしか

すると、お子さんとか中高生、小学生に至

ってもやはり人気で、図書館で借りられる

といったところから、読みたいという、そ

ういった希望が非常に多くなるんじゃない

かなということが予測されます。 

  その中で、特に続き物の漫画なんかです

と、１巻から読みたいわけなんですよね。

そうなったときに、１、２、３と借りてい

て、４巻からは読めないとかいうところが

あったときに、実際に何冊あるのかなとい

ったところで、今の２０冊といったところ

があったので、これで足りるかどうかは全

く分からないんですけれども、やはりまず

やってみるといったところに非常に価値が

あるかなというふうに感じております。 

  その中で、１つちょっとご確認というか、

教えていただきたいところがありますが、

この本に関しては、今もそうなんですが、

予約みたいなものという形で、貸出しして

いて、次に予約待ちというのがたしかあっ

たと思うんですけれども、そうなってくる

と、漫画の予約、予約、予約で来て、例えば

何か月待ちみたいなもので、最大で今、人

気のあるものでどのぐらい待ちというのが

あったりされるんでしょうか。 

○大久保中央図書館長 事務局大久保でご

ざいます。 

  ご質問ありがとうございます。 

  申し訳ありません。今一番のものが何回

かというのはホームページを調べればすぐ

分かるんですけれども、３桁は行っていま

す。何百人待ちというのが、例えば人気の

ベストセラーの小説ですとか賞を受賞した
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ものなんかですと、もうそれこそ何年待つ

んだろうというものが、そういうものも中

にはございます。 

○圷委員 ありがとうございます。 

  では、人気作品に関しては、もしかする

とそのような何百人待ち、もしくは何十人

待ちなのかちょっと分からないんですが、

そういったことが発生するだろうというこ

とでございますね。分かりました。 

  では、また、そういったところもインタ

ーネット上で事前にどのぐらい待っている

かというのが分かる仕組みになっているか

と思うんですが、やはり漫画に関しまして

も、同じような形で、各２０冊、用意して

いたとしても、かなり人気があるもので、

やはりなかなか手元に届かない、手元に見

たいなといった方に回るまでにちょっと時

間が要するなというふうに思いますので、

まだ案としてはないんですが、何か工夫を

していければなというふうに考えていると

ころです。 

  以上です。ありがとうございました。 

○大串議長 ありがとうございます。ほかに

ご意見はございますでしょうか。 

○藤田委員 全国学校図書館協議会の藤田

です。 

  今回の漫画についての（１）から（３）

で、地域資料とか学習や教養の入門書とい

うところの意図はよく分かるし、そういう

本をそろえていくのは良いかなと思います。 

  ただ、今回、この協議会の目的といいま

すか、すごく重要な部分が、「本を読む人

も読まない人も訪れ、区民で賑わう図書館」

ということだと思います。それを考えると、

Ｇを令和９年まで持ち越していいのかとい

うのが私としては納得がいかないというか、

もう少し考えていただいてもいいのかと思

いますが、いかがでしょうか。 

細かい部分はちょっと難しいかもしれな

いので、せめてＧに関しては、こういう本な

らＯＫとか、また逆にこういう本は配架し

ないという方向性ぐらいはこの協議会で提

案してもいいのではないかと思います。 

 学校図書館も同じですけれども、選書はと

ても重要なことで、本次第で区民の方も、

子どもたちも来る、来ないという違いが出

てくることも私は知っています。そういう

視点からも、漫画についてはこのＧの部分

にもう少し入り込んでいただけたらと思い

ます。 

○大串議長 ありがとうございました。 

  今のご質問どうですかね。事務局として

お考えがあれば一言。 

○大久保中央図書館長 事務局大久保でご

ざいます。 

  ご意見ありがとうございます。 

  前回もそのＧの漫画について積極的に

ということでご意見を頂いておりまして、

実は事務局の中でも議論はさせていただい

たところです。区の内部としても、当然、

我々だけではなくて、いろいろ協議をさせ

ていただいたんですが、今のところ、まず

段階的にやっていこうという話にはなって

おります。ただ、やはり協議会のご意見を

聞きながらというところで我々進めており

ますので、もし何かよい案がありましたら、

ぜひこの場でご意見を出していただきまし

て、再度ちょっと事務局の方では検討させ

ていただきたいと思います。 

  ただ、今のところは、先ほどお示ししま

したとおり、９年度からということで考え

ているところですので、そこが今現状とい

うところにはなります。 

○大串議長 ありがとうございました。 

  では、ほかの委員の方はいかがでござい

ますか。 
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○田中委員 すみません。 

○大串議長 どうぞ、どうぞ。 

○田中委員 こんにちは。東栗原小学校校長、

田中と申します。よろしくお願いします。 

  ご説明があったかもしれないんですが、

確認させていただければと思うんですけれ

ども。漫画の導入と電子図書館、電子の連結

はどのようになっておりますでしょうか。

電子図書館で漫画が借りられるかどうかと

いうことなんですけれども。 

○大串議長 今の新しい問題点ですけれども、

いかがですか、事務局としては。 

○大久保中央図書館長 事務局大久保でござ

います。 

  現状から申し上げますと、足立区で電子

図書館のサービスをやっておりますけれど

も、漫画のほうは入ってはいない形になり

ます。ただ、紙も、今回議論しているのは

別、紙と電子で分けているものではござい

ませんので、もし漫画を収集していくとい

うことになれば、電子も検討の対象になる

かと思います。 

  あともう一つ問題としては、実際に提供

をされて、その事業者さん、その電子図書

館をサービス、提供している事業者さんの

ほうでどれぐらい漫画を提供しているかと

いうのをまだ我々十分調べ切れていないと

ころですので、実際にどれぐらいのコンテ

ンツが市場にあるかというところを見なが

らにはなるかと思います。 

○大串議長 ありがとうございました。ほか

にいかがでございますか。 

個人的にちょっと私もこれ関心があるも

ので、自分が関わった漫画が入ってくるか

なと思って調べてみたんですよ。入ってい

るんですよね。例えば「図書館のひみつ」と

か、学研がいろんなシリーズを出していま

して。それから、私も昔いろいろ読んだこと

がある、中央公論新社が出している、日本の

古典の作品に対する漫画シリーズが、あれ

３０何巻あるんですけれども、それ全部じ

ゃないですけれども。意外と、おお、こんな

のも入っているというのがありまして、学

習漫画は結構入っているような感じがしま

したね。ちょっと個人でちょこちょこっと

調べただけなんですけれども。 

  それから、実用漫画も、これやはり、あ

あ、こういうのもあるなというのが入って

いたりなんかするので、多分それは普通の

図書としてこれいいなということで入れて

所蔵されているんだと思いますけれども。 

  そういう意味でも、それなりにもう現状

としてあるものもあって、それを追認する

ような形と、それからもうあと１つは、考え

方をちゃんとこうやって決めて、これから

取り組んでいこうという、こういうことに

なると思いますけれども。 

  お話にあったＧですよね、これ。これ、

例えば何か、何かどこかで出たような話が

あったんですけど、１４館ございますので、

それぞれの館に１タイトルずつは入れると

か。そうすると、お互いに読みたい人がたく

さんいた場合はどういうふうに配分、配分

と言いますか、図書館間のやり取りをしな

がら利用者に渡していくのかとかいろいろ

な問題が出てくるのではないかなと。こう

いう感じがしたんでございますけれども、

どうでしょうか。ほかに何かご意見があれ

ば。どうぞ、どうぞ。 

○原田副議長 私もよろしいでしょうか。原

田でございますが、藤田委員がおっしゃっ

たのはもっともなお話だと思います。Ｇに

ついても入れていくというのは、前回もお

話がございましたし、私もそれは検討すべ

きだというふうに思います。 

  一方で、その予算というか、この４番の
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収集冊数というのを見ると、買えてこんな

ものかというのが正直なところで、全部で

５，０００冊、そして複数巻存在するものを

考えれば、そんなにたくさん買えないとい

うのが正直なところかなと。 

  そうすると、検討を重ねて、その結果、

時間をかけるよりは、取りあえずこれで買

える、ＡからＦで全部買ってしまって、まず

は動き出すということが、この協議会とし

ても動くほうを優先するのがよいのかなと

私は読んだという状況でございます。 

  その上で、今、藤田委員おっしゃったよ

うに、Ｇについては、今回のお話ではなくて、

今後、そのストーリー漫画についてもどの

ような基準を設けるのかといったような、

内部で、もしくはこの協議会の中でこのよ

うなものについて今後も検討を続けていく

というような継続の依頼をしていただける

というようなことがあるとするならば、今

すぐ取り上げてやるよりもより効果的なの

かなというふうには感じていた次第でござ

いますが。 

  ちょっと読んでみて、私も何かいっぱい

あったほうがいいなと思いつつ、ちなみに、

大串先生と私と関係するものは全部Ｇに入

るんですけれども。まあそれはよろしいん

ですが、それはよろしいんですけれども、そ

れはともかくとして、冊数を考えて、まず、

一遍に動く冊数が５０，０００冊なら今考

えて動くべきかなと。一方で、５，０００冊

だとするならば、ある程度抵抗が少なく、こ

の協議会だけではないので、いろんな方が

いらっしゃったときに抵抗が少なく入れる

ことができて、なおかつ、まず動き始めるこ

とができる出発点としては悪くないのかな

というような感想を持ったという次第でご

ざいます。 

  ちょっと私の感想を述べたというところ

でとどまってしまいますけれども、いかが

でございましょうか。 

○大串議長 ありがとうございました。ほか

にいかがでございますかね。 

  とにかく冊数も相当出ていますし、その

中から選んで、この視点でこういうふうに

選んで収集するということでございますし、

それから地域館が１４館もありますので、

中央館も含めてどういうふうなバランスで

考えていくのか。 

  だけれども、我々としては、どうでしょ

うかね、イメージとして、実際に各館に行っ

てその本棚の前で調べて、ああ、こんな感じ

かというふうにやったわけではないので、

イメージとしてこんな感じでということし

か言えないわけでございますけれども。 

○豊田委員 その件でもう一つ言ってもいい

ですか。 

○大串議長 どうぞ、どうぞ。 

○豊田委員 東京農業大学の豊田です。 

  今、大串先生おっしゃったように、ちょ

っと実際並べてみて何かいろいろとまた思

うこともあるかもしれないというような気

持ちがしています。なので、８の配架方法の

ところのＣ、Ｄ、Ｅ、Ｆについて、今は一応、

事務局案としては「一般の書籍と混ぜて分

類順に配架する」という形でご提案いただ

いていますけれども、あまり今の段階で決

め打ちしなくてもいいのかなという気はし

ています。 

実際また中央館と本館とそれぞれボリュ

ームも違う。先ほどの話であれば、Ｃ、Ｄ、

Ｅは割と１冊ごとなので中に入れ込んでも

いいかもしれないけど、Ｆに関してはやは

り圧倒的に多巻本になるので、それをまた

一般の書籍と一緒に並べたときにどう見え

るかという問題もやはりあると思っていて。

配架の方法に関しては、地域館も含め、何と
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いうのかな、配架しながら考えるじゃない

ですけれども、何かもう少し先に、ちょっと

検討しながら、もちろん講義もしながら進

めていくという形に今の段階では抑えてお

いたほうが無難じゃないかなという気がし

ているというところです。以上です。 

○大串議長 ありがとうございました。 

  時間もございますので、ここでいろいろ

と意見を申し上げたこと……。 

  取りあえず状況としては、これから足立

の図書館も漫画を収集してそれを提供する

という、これが１つやはり大きな、何とい

うんですかね、今回我々の検討の課題とい

うふうになるんですね。それで、この点に

ついては、皆様方、いや、駄目だ、こんな漫

画なんか集めないほうがいいという、こう

いうご意見が出ていませんので、一応、事

務局が提案されたような内容でこういう形

で集めると、それからこういう目的で集め

ていくということは、取りあえず、大体い

いんじゃないかと。 

  それで、取りあえず事務局のほうでやは

り現場を見ていますので、その関係でこう

いう形でやるということでやっていただい

て、それで例えば来年、また区民の方々の

利用状況だとかご意見を集めていただいて、

それでまた方向性について我々が検討する

というふうにしたほうがいいのではないか

というふうに思いますけれども、いかがで

しょうか。 

  あともう一つだけ、私も感じるのは、や

はり教育課程の関係でいろいろと出されて

いる出版社さんがございますよね。例えば

仕事シリーズだとか、これは教科書の、学

校のほうでもそういう仕事についてのいろ

いろな特徴をいろいろと、例えば親御さん

たちがどういう仕事をしているかとか、今

はやっていないかもしれない、そういった

こともございますので。それから、どうい

う仕事に就くんですかという、中学生やな

んかになると将来の仕事について考えよう

みたいなことがありますので。それで、そ

ういう仕事シリーズ、例えば図書館の司書

になるとか。残念ながら漫画で、図書館の

司書になるという本はないんですけれども。

ただ、そういうふうな教育課程の関係もご

ざいます。多分、先ほど紹介した中央公論

新社の日本の古典も、要するに漫画にした

もので、多分、今、小学校５年あたりで古

典作品で少し読むようなものとか入ってい

るようです。そういう関係もあると思いま

す。 

  この辺は具体的にはとにかく事務局に

ちょっとお任せして、それで来年また我々

で検討させていただくというふうにしたい

と思いますけれども、いかがでございます

か。そういうことで、何か特にそれについ

て意見ございますか。 

  実際、これ運用してみないと分からない

ところがありまして、まんが図書館を持っ

ている広島市立図書館、あれはまんが図書

館を別に持っています。それで、例のお仕

事ぶりやなんか聞いたことがありますけれ

ども、やはり何といっても地区館から求め

があるのは、もうどんと段ボール１箱みた

いな、そういう求めがあって。それで、ま

たそれを一生懸命集めてそれをお送りする

と、ほとんど数日で返ってくるというんで

すよ。非常にむなしいんだという話を聞い

たことがありますけれども、それだけ読み

手のほうが、よりぱらぱらぱらと読んでし

まうという、そういうものでもある。 

  これは、実際に運用される事務局、図書

館員の方々のご意見も踏まえながら少しじ

っくり考えたほうがいいんじゃないかとい

うふうに、いかがでございますか。もしそ
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れでよろしければ、一応、これは事務局案

を聞いて、事務局に取り組んでいただくと

いうことで。 

  それで、最後に残ったＧですよね、これ

をどうするかという。これがございますの

で、もし何かここでいいアイディアがあれ

ば、何か。例えば各館１タイトルずつだけ

でも希望を取って、例えば全部で２０タイ

トルぐらいをお示しをして、その中で各館

の希望を取って、それで１つずつ選んで、

それを各館に入れておいてという、そうい

うことも考え方としてはないことはないん

じゃないかと思うんですけれども。 

○原田副議長 それは今年ということです

か。それは今年、今回。 

○大串議長 今年にやるかどうかね。これ多

分来年でしょうね。だって、これ来年でし

ょう。ちょっと待ってください。今年は…

…。 

○原田副議長 ９年度以降の課題とすると

書いてあるお話と、それから今年やるとい

うお話、２つあるので。 

○大串議長 そうそう。だから、この収集は。 

○原田副議長 今年中に、このお話ではなく

て、Ｇについても今年に入れてしまえとい

うお話も……。 

○大串議長 いやいや、違う。それは、今年、

希望を取って来年から入れると。 

○原田副議長 それについては、希望を取る

というやり方ももちろんあると思いますし、

収集方針を決めてから聞くという方法もあ

るので、どちらでもいいと思うんですけれ

ども、どちらにするにしても、取りあえず、

まずは動ける方法をというのがよろしいの

かなと思うんですけれども。 

○大串議長 じゃ、特にご意見がなければ、

これで取り組んでいただいて、来年、その

状況を出していただくと、それでまた検討

させていただくと。 

○藤田委員 藤田です。 

  子どもたちにしても、若い方にしても、年

齢の高い方にしても、漫画はすごく興味も

あるし、一番取っつきやすいと思います。

原田委員さんがおっしゃったように、予算

の関係ももちろんありますので、急にこう

してくださいということはこの場ではなか

なか言いにくいかと思いますが、区民の方

が何を要求しているかということをしっか

り踏まえなきゃいけないと私は思います。 

  ですので、さっきの繰り返しになります

が、令和９年度以降の課題というのはあま

りにも遅いのではないかと思います。今す

ぐこれだけの予算をつけてということでは

なくて、このＧについてもある程度こんな

ふうに進めていきましょうぐらいの方向性

はこの協議会の中であってもいいかと思い

ます。 

○原田副議長 ありがとうございます。 

  私も補足させていただくと、今おっしゃ

った、藤田委員がおっしゃったお話に関し

ては全く異論はなくという状況です。つま

り、収集は令和９年度以降の検討課題とし

たい、これをどう読むかですけれども、収

集すること自身を検討課題とするというふ

うに読むのか、それとも収集に関しては令

和９年度以降の検討課題、つまり何を選書

するかその他については令和９年度以降の

検討課題とするかという見方、２つがあっ

て、私は、収集することは将来に向けてど

んどんやっていくというのはこの協議会上

でも大体みんなの共通認識ではないかと。 

  ただ、それに関しての様々な選書ですと

か、選書と言うと言い過ぎですけれども、

例えば方針ですとか、もしくは、先ほど藤

田委員がおっしゃったように、どのような

形で市民の方からの要望を吸い上げるかで
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すとか、そういうふうな付随事項に関して

は検討課題とするというふうなお話と書い

てあるのかなと読んだんですけれども、図

書館に聞いた方がいいですかね。収集する

こと自身は、取りあえず、収集すること自

身も含めて今後の検討課題とやはり読まざ

るを得ないんですか。どうなんですか。私

はそう読んだんですけれども、いかがでし

ょうか。 

○大久保中央図書館長 事務局大久保でご

ざいます。 

  まだ区の内部で正式に決定したことで

はないんですけれども、今のこの場でのご

議論を踏まえますと、９年度からやるかや

らないかを決めるというよりは、９年度か

ら収集していくに当たっての課題の整理で

すとか、どういったものであれば９年度か

ら集めていけるかですとか、そういう検討

が事務局にも必要かとは思っております。 

  ですので、９年度から検討を開始して、

例えば１０年度から、１１年度からという

ことでは少なくともございませんので、ち

ょっと分かりづらい書き方で申し訳ありま

せんでした。 

○原田副議長 ありがとうございます。 

  実際問題として、ＧとＦの間の区別とい

うのはなかなか難しいというのが正直なと

ころだと思うんですね。相当無理めにして

も、別に読もうと思えば哲学書を読めない

こともないとか、いろいろあったりするの

で、そういうふうに考えていくと、なし崩

し的にどんどん増えそうな気もするという

のはする。ただ、選ばないものというのは

絶対あるだろうという気もしていて。例え

ば、何というんですかね、あまりにも、Ｒ

１３指定されるような映画の基になってい

るようなものとか、そういうようなものは

多分入れないだろうという気もいたします

し、そういう極端なものは除いたとしても、

どうやって選んでいくとかというふうな、

そういう基準に関しては検討は当然進めて

いくということが必要かというふうに思い

ますので、この読み方に関しては、収集は

やっていくということを前提に、様々な事

柄について。藤田委員おっしゃったように、

それはできるだけ急いでいただきたいとい

う附帯事項をつけてもいいと思いますけれ

ども、検討するのは後ほど検討するにして

も、ぜひ進め方についてはスピードアップ

をお願いしたいみたいな形のまとめ方とい

うのが、動きつつ、なおかつ次につながる

という意味ではよいのではないかなと私自

身思っております。何かまとめたいような

お話になって申し訳ありません。 

○大串議長 ありがとうございました。 

  では、取りあえず具体的なところは事務

局にお任せをして、特に９についてはしっ

かり検討していただきたいという、こうい

うことでお願いしたいというふうに思うん

ですけれども、いかがでございますか。 

  よろしければ、それで進めていただいて、

それで個々の細かい部分はいろいろあると

思うんです。実際に今、足立区さんがどれ

ぐらい実態として漫画を持っているのかと

言われたときに、やはり一応、事務局は調

べてみる必要があるだろうし、それからこ

ういうのをやるときは、やはりたくさんあ

る、例えば取次ぎの倉庫であるとか、そう

いったところに行って、過去のものも含め

て見て、それでどれを選ぶかとかいうのを

検討することがあると思うので。そういっ

た意味で、事務局がどういうふうな体制で

どういうふうにやるのかというのを事務局

ご自身もまだ十分にまだそこまで検討はさ

れていないと思うので、そういった実務的

なレベルのいろいろなことが発生すると思
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うので、それも含めて検討をお願いすると。 

  私も、国会図書館の漫画の入っていると

ころに一度案内していただいたことがある

んですけれども、「少年マガジン」とかあ

あいうのがどんと並んでいましたね。それ

で、国会の方からいろいろ説明していただ

きましたけれども、国会の場合は全て収集

するということで集めていらっしゃる。た

だ、金網のある書架に入っているんですけ

れども、それを外から見ていたんですが。

幾つかやはり「少年マガジン」やなんかで

も欠号になっているところがあるんだよと

いう、こういう話で。ああ、そうか、国会で

もなくなることがあるのかななんて思いな

がら見たことがございますけれども。 

  いずれにしろ、事務局のそういった実務

的なレベルも含めて時間を追って作業して

いただくということが必要だと思いますの

で。 

  じゃ、漫画についてはこの辺で打ち切ら

せていただいて、次の館内ルールのほうに

行きたいと思います。 

○大久保中央図書館長 大串議長。 

○大串議長 はい、どうぞ。 

○大久保中央図書館長 申し訳ございませ

ん。次の議題に行く前に補足させていただ

いてもよろしいでしょうか。 

○大串議長 はい、どうぞ。 

○大久保中央図書館長 先ほど圷委員から

ご質問いただきました予約の件数、現時点

で最多のものを調べました。東野圭吾さん

の「マスカレード・ライフ」、今、予約件数

が４２３件となっていまして、単純にお１

人２週間借りたとすると１０年以上かかる

という計算になります。ただ、今、こちら

所蔵冊数が１１冊なんですけれども、足立

区の図書館では予約の件数に応じて冊数を

買い足すという仕組みもございますので、

そういったものについては適宜対応してい

るという状況でございます。 

○大串議長 ありがとうございました。じゃ、

次の館内ルールの見直しについてやってい

きたいと思います。 

  それでは、事務局のほうからまず説明を

お願いしたい。 

○河合課長 お待たせいたしました。続いて、

館内ルールとマナーの見直しについて資料

４を使ってご説明をさせていただきます。

１１～１２分ほどのご説明になるかと思い

ます。 

  まず、ルール・マナーの見直しについて

ご議論いただくに当たって、第１回にて整

理をしました足立区立図書館の使命、目指

す姿、それから見直しに当たっての基本的

な向き合い方について再掲をいたしました。

こちら前回の振り返りのためのお手元のメ

モということで、詳しい説明のほうは省略

させていただきますが、こちらのほうを踏

まえていきながら、本日もご説明、そして

ご議論いただければと思っております。 

  前回、項目、こちらの４項目について議

論いただくための素材として、３点ご説明

をさせていただきました。これも前回の振

り返りです。 

  まず、１つ目、足立区立図書館の現在の

ルールについてご説明しました。 

  それから２つ目、全国的な先行事例とし

て、長岡市、石川県、長野県、瑞穂町、小千

谷市の図書館のルールについてご説明をい

たしました。 

  それから３つ目、東京２３区の図書館で

は今、館内のルールどうなっているのかと

いうことについても調査の結果をご説明い

たしました。 

  それが事務局からの全体のご説明でし

て、前回はその後に先行事例を参考に、こ
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れからの時代の居心地のよい図書館、それ

から用事がなくても行きたくなる図書館に

ふさわしいルールやマナーの在り方につい

て委員の方からご意見を頂き、またミュー

ジアムの事例の紹介とか、それからルール

などの表現、伝え方についてもご意見を頂

いたところです。 

  今回は、足立区立図書館の現状のほうを

ご説明いたしますので、それらをあわせて、

２０２５年における足立区の図書館ルール

見直しについて、具体的なご議論を頂けれ

ばと考えております。 

  まず、音についてご説明をいたします。 

  ルールに出てくる音には２種類ありま

した。１つ目が、人から出る音。ここでは

代表して「おしゃべり」と表現していきま

す。これは、来館者同士の交流や来館者と

スタッフのコミュニケーションというもの

と深く関わっていきます。 

  ２つ目の音が、機器から出る音。ここで

は「キータッチ音」と表現をしていきます。 

  図書館でできる音についての主な工夫

としては、ゾーニングとタイムシェアが考

えられます。それぞれにメリットとデメリ

ットがあるため、まずは中央図書館の利用

者にアンケートを取りました。８月１９日

から９月７日にかけて中央図書館に来館し

た人を対象に、静かに利用したい人、音も

出せる図書館を求める人、どちらの人も居

心地よく過ごすにはどの工夫が適している

と考えるか質問をいたしました。 

  その結果がこちらのグラフになります。

赤いところ、「エリアで分ける」、これはゾ

ーニングのことです。そして、その次、「時

間帯で分ける」、これはタイムシェアの一

種になります。そして、その次、「曜日で分

ける」、これもタイムシェアの一種です。

この３つについて尋ねたところ、約７割に

当たる１２９人の方がゾーニングと回答を

しました。 

  次、ゾーニングがいいだろうと答えた１

２９人の方の具体的な声です。 

  １番の声では、タイムシェアは時間や日

にちの制限になるので、それがないほうが

いいからゾーニングということになるかと

思います。 

  一方で、数が少ないですが、５番、６番

のように、従来どおりの静かな空間も必要

と考えている人もいました。 

  次に、タイムシェア、「時間帯で分ける」

を選んだ４４人には、さらに、午前、午後、

夜間で、「しずか」と「にぎやか」のどちら

がいいかをお尋ねしました。 

  午前中です、このグラフは午前中です。

午前中、「しずか」を選んだ人が半分、「に

ぎやか」と「どちらでもいい」を合わせて

半分ということで、午前中はニーズが分か

れました。 

  午後です。午後は、「しずか」が１８％

であったのに対して、「にぎやか」と「どち

らでもよい」を合わせると８０％というこ

とで、「にぎやか」が適しているのかなと

考えているところです。 

  夜間です。夜間は、「しずか」が８割弱。

これは分かりやすい結果かなと思います。 

  こちらは、母数は少ないですが、「曜日

で分ける」を選んだ４人の方に、具体的に

何曜日に「しずか」もしくは「にぎやか」の

どちらがいいのかを聞いた結果です。月曜

から金曜はあまり声がありませんでしたが、

週末は「にぎやか」がいいと考えている人

が多いということになります。 

  というわけで、音に関するルールの見直

しとしましては、論点は２つと考えます。 

  まず１つ目、中央館でのゾーニングを具

体的に考えていきたいと思います。理論上
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は、こちら①から④の４つの区分が考えら

れますが、全て設置する必要はあるのかど

うか、また設置するならそれぞれどこがい

いか、お手元の館内マップも御覧いただき

ながらご意見を頂きたいと考えております。 

  すみません。私、ちょっとスライドを飛

ばしてしまったかもしれないので、少し戻

らせていただきますね。 

  すみませんでした。スライド７番のほう

の説明のほうを飛ばしてしまいましたので、

ちょっとこちらのほうをご説明いたします。 

  音の種類、「おしゃべり」、それから「キ

ータッチ音」、この２種類の音について、

現在の足立区立図書館の状況というのをご

説明いたします。 

  お手元の方に、参考資料３ということで

１５館の館内マップに色をつけた資料とい

うのをお配りしております。こちら館内マ

ップというか、書架案内図ですので、本の

在りかを伝えるためにいろいろデフォルメ

されている図になります。閲覧席などは詳

細が正確には記載されておりませんので、

事務局のほうで少々補足をしております。  

赤色で囲んだのが、閲覧席がある場所です。

緑色があるのがキータッチ音がオーケーな

エリア、そして青色が、おしゃべりがオー

ケーなエリアというふうになります。 

  大まかにまとめますと、おしゃべりがオ

ーケーな席というのは、一部の地域館でグ

ループ学習室や児童エリアの一部でのみ設

定されています。こちらのグラフ、「あり」

で「４館」というふうになっているのがそ

ちらになります。 

  一方で、キータッチ音がオーケーな席と

いうのは各館に設定されています。一方で、

その広さというのは館によって大きく異な

っています。キータッチ音がオーケーな席

は緑色の場所ですが、見ていただくと、緑

色がたくさん、もう館内全て緑色になって

いる館もあれば、ごく一部の席にとどめら

れている館もあるというような状況です。 

  ここから、足立区では館によって現在の

利用者のニーズ、それから価値観にばらつ

きがあって、ルールを区内で統一するとい

うのがなかなかに難しそうだなということ

が伝わってきます。また、統一のルールで

は、各館の利用者のニーズとギャップ、ル

ールとの間にギャップが出てくることも懸

念されます。そこで、まずは、中央図書館

に焦点を当てて検討していくのがいいので

はないかと考えております。 

  すみません、こちらのスライドの説明を

飛ばしてしまいました。もう一度先に進み

まして、論点のほうに参ります。スライド

１５番「論点」のほうですね。 

  １番は、中央館でのゾーニング、まずは

中央館のゾーニングを具体的に考えていき

たいというところです。 

  そして、２つ目、スペースを確保できな

い地域館です。こちら今のマップのほうを

見ていただきますと、すごく地域館の広さ、

それからレイアウトにばらつきがあるのが

お分かりいただけるかと思います。お手元

の資料では、参考資料のほうの１番として

「足立区立図書館の概要」というものもお

配りしておりまして、こちらのほうに蔵書

数や閲覧席数も各館の情報が記載されてお

ります。それから、面積が記載されており

まして、このばらつきがこちらのほうから

も読み取っていただけるかなと思います。 

  そして、地域館は、そうやってスペース

の都合上ゾーニングが難しい館もあるのが

現状です。一方で、地域館、中期的にはア

クションプランにて整理をした本や情報を

介したコミュニケーションや体験の場を実

現していく必要があります。そのためには、
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にぎやかに過ごしたい人、静かに過ごした

い人、それぞれがお互いに配慮しながら居

心地よい空間を持てることを目指していき

たい、それに向かって地域館での利用シー

ンの具体的なイメージを話し合うところか

ら始めていければと考えております。 

  以上、音に関しての論点は、中央館での

具体的な案を考えること、それから地域館

については、利用シーンのイメージを、各

館とイメージを話し合うところ、話し合っ

ていただければというふうに考えておりま

す。 

  続きまして、２つ目、撮影についてです。 

  まずは、撮影、背景のほうを説明させて

いただきます。 

  従来、著作権の保護を意識して図書館資

料の撮影を防止する目的で、館内における

撮影全般を禁止としてきました。近年は、

スマートフォンの普及やＳＮＳの浸透など

により、家族や友人、自分自身、そして施

設などを撮影したいという声が寄せられて

います。 

  撮影についても、中央館の来館者にアン

ケートを取りました。まず、アンケートを

するに当たって、撮影の種類、これは何を

撮影するのかというところを整理いたしま

した。具体的には、著作権に関連して資料

の撮影は含まないという大前提の中で、こ

ちらの３つです。１つ目、他者のプライバ

シーに配慮されているならば人物を含んだ

撮影もオーケー、２つ目、施設のみの撮影

であればオーケー、いずれにせよ撮影はＮ

Ｇの３つに整理をしまして、その中のどれ

がよいかというのをアンケートでお尋ねし

ました。結果は、人物を含んだ撮影オーケ

ーと施設のみの撮影オーケーとを合わせま

して、９割を超える方が撮影に関して寛容

であることが分かりました。 

  具体的な声の一部です。撮影については

多様な声がたくさん寄せられましたので、

お手元のほうに一覧をお配りしております。

撮影したいことは人によって様々である一

方で、不安を感じている人もいることが伝

わってくる、そういった生の声というふう

になっております。 

  というわけで、撮影に関する論点はこち

らの２つになります。まず、著作権、肖像

権を侵害しない範囲の中でルールとマナー

のバランスを考えていく必要があるという

ところです。そして２つ目、ここでもまず

は中央館における撮影のルールの見直しを

具体的に考えていきたいと思います。３つ

さらにありまして、１つ目、撮影の範囲を

どのように設定するか。２つ目、撮影して

よい場所を設定する、逆に駄目な場所を設

定するという方法もあるかと思います。３

つ目、撮影をしてよいときを設定する、ま

たは駄目なときを設定するという考え方も

あるかと思います。こちらは、ゾーニング

の「にぎやか」「静か」というものとある程

度リンクをしていく可能性が高いのかなと

も思います。また、イベント時の撮影につ

きましては、参加している方、利用してい

る方だけではなく、講師の意向にも配慮を

していく必要があるかなというふうに考え

ます。 

  続いて、３つ目です。電源の利用につい

て。こちら掲示しておりますのは、表示し

ておりますのは、前回もご説明いたしまし

た現在の足立区でのルールになります。「調

査等により情報機器類を使用する場合に限

り」と目的が設定されています。 

  冒頭でご説明をしましたように、足立区

立図書館の使命、目指す姿、見直しに当た

っての基本的な向き合い方をもう一度ここ

でご確認いただきたいなと思っております。
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資料４のスライドでいいますと、右下の番

号で２番、３番、４番に当たります。 

  こちらの冒頭の考え方というのを踏ま

えた上で、論点１として、そもそもこれか

らの図書館で電源を使うに当たって調査な

どという目的というものの設定が必要かど

うかというところです。 

  一方で、コンセント付き閲覧席は数が少

なくて、それを機器の充電目的の人が占用

する、占有することになるのではないかと

いう不安の声もありました。限られたコン

セント付き閲覧席を多くの人で公平に使用

していただくにはどのようなルールがあれ

ばよいか、これが論点の２つ目になります。 

  ３つ目です。最近の話題になりますが、

バッテリー類の発火リスクについてもどの

ように考慮していくのかというところがあ

ります。 

  こちら３つの点をご検討いただければ

と考えております。 

  最後に、飲食についてになります。こち

ら６月に地域館の考えをお尋ねしたところ、

飲食に伴うデメリットを心配する声が多数

ありました。また、既に地域館は皆複合施

設に基本的になっておりますが、その複合

施設内で飲食可能な席があるため、図書館

内で飲食する必要があるのかという疑問も

多数ありました。つきましては、飲食につ

いては段階的に慎重に検討していく必要が

あると考えております。 

  すみません。皆様のお手元の資料、それ

から前日送られて、事前にお送りした資料

に関しては、こちらのほう、別紙参照とい

う書き込みがありますが、こちらスライド

の修正漏れとなりますので、このスライド

に関しての別紙というのはございません。

失礼いたしました。 

  以上、館内ルール・マナーの説明は、音、

撮影、電源の３項目についてご議論を頂き

たいと考えております。各項目の論点は、

お手元の資料４番のスライドの右下の番号、

１５、２０、２２をご参照いただきながら

ご議論いただければと思います。本日のご

意見を受けて、第３回には事務局案をご提

案したいと考えております。 

  事務局からの説明、以上になります。大

串議長、よろしくお願いいたします。 

○大串議長 ありがとうございました。今の

ご説明で全体について何かありますか。も

しあれば、これはどうなんだ、ああなんだ

という、もしなければ、１つ１つやってい

きたいなと思うんですけれども。どうぞ、

どうぞ。 

○圷委員 あだち絵本シアターの圷です。 

  全体に関しまして、特に冒頭のこの音の

部分ですね。中央図書館、中央館の利用に

関してといったところでお話があったんで

すけれども、正直、参考資料の２、これを

見た限りでは全く状況が分からないという

ことでして。つまり、そこの場に臨場しな

いと、ゾーニングのところ、中央図書館、

中央館で当てはめていくとしたときに、資

料だけだと分かりにくいので、やはり現場

をしっかり見て、お子様のエリアと大人が

学習するエリアだとか、その辺のところを

見ないと分からないなという感じがしまし

た。 

  なので、例えば、例えばですけれども、

次回とか次々回以降で、こういった会議が

終わった後に、ちょっと時間が取れるので

あれば、その場所を一緒に見ていただける

ような時間を設けていただいたりする必要

があるのかなという感じはしました。 

○大串議長 ありがとうございました。今の

ご意見はもっともだと思うんですけれども、

時間的に取れれば取って、ちょっとご説明
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いただくほうがいいかなというふうに思い

ますけれども。それは事務局にちょっと検

討していただくということで。 

  じゃ、最初の個別のほうに行っちゃって

いいですかね。最初に、飲食のほうは、こ

れは段階的に慎重に検討を重ねたいという

ことなので、それで行っていただくと。 

  それから２番目に、後ろのほうから行き

たいと思うんですけれども、２番目の「電

源の利用」というやつですね。これは、ど

うでしょうね。論点として、２２枚目に２

と、②で、「足立区図書館サービスデザイ

ンアクションプラン」に基づき、区立図書

館の目指す姿を考えるとき、電源の使用の

在り方、目的を設定する必要があるのか。

これは、２番目は、限られたコンセント付

き閲覧席を多くの希望の人で公平に使用す

るにはどうするべきか。それから３番目は、

バッテリーの発火リスクなどを考慮すると、

充電中の離席は最小限とすべきか。それで、

トイレの離席程度とする。これはマナーだ

と思うんですけれども。 

  ２日ぐらい前にこのバッテリーで発火

したという火事があった、マンションの火

事があった。そのときにＮＨＫでやってい

ましたけれども、ＮＨＫに出てきた専門家

の方は、もうとにかく熱が出たら水につけ

るよりほかないとおっしゃっていましたけ

れども、そういうことだと、この３番の離

席というのは、ちょっと「ええと」と思っ

たりなんかしましたけれども。 

  まず、電源の利用はどうでしょうね。は

い、どうぞ。 

○檜垣委員 檜垣です。 

  電源の利用なんですけれども、飲食店さ

んとかカフェとかでも、ちょっとこの時間

は混み合っておりますので何時までのご利

用でお願いしますという札を受付というか、

レジとかそういったところでいただくケー

スがあったり、ファミレスなんかだったり

すると、９０分までとか２時間までとかと

いう制限をかけているところが多い気がす

るんですね。 

  電源を使う席が少ない図書館さんがさ

っきちょっと見せていただいたら多分多い

のかなというふうに思いましたので、そう

いったところは皆さんで公平に使えるよう

にということで制限時間を設けさせていた

だく。もし誰もいらっしゃらないようだっ

たら、もう一回でもいいと思います。例え

ば３０分交代にしましょうねとかというの

で、誰もいらっしゃらないみたいなのでも

う３０分いいですかみたいなのを、もう一

回受付に行くとかでもいいような気がする

んですね。 

  なので、ちょっとそういったことで、多

くの方に使っていただくという意味では、

電源を充電しに来るところというよりも、

どうしてもちょっと困った人に充電しても

らうに過ぎないという、「家でできれば充

電してきてね」みたいなところも含め、制

限時間つきでというので、どうでしょうか。

大分皆さんご納得いただける感じなんじゃ

ないのかなという気はしております。以上

です。 

○大串議長 ありがとうございました。ほか

の方、いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

○圷委員 今のお話の中で、今私は、電源は、

常にバッグの中にモバイルバッテリーを積

んでいるんですね。災害も含めてそうなん

ですけれども、図書館の場合、やはりフロ

アを移動していくといったときに、コンセ

ント、コンセントを探しながら行くという

のが非常に、空いているところがある、な

い、また待たなきゃいけないといったとこ

ろもあるんですが。ちょっと検討課題にな
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るかと思うんですが、モバイルバッテリー

を貸出しして、その時間、例えば１０分な

ら１０分とか、１５分なら１５分というよ

うな形で、モバイルバッテリーをこのフロ

アだったら持ち運べますよという形にする

と非常に利便性が向上するのではないかな

という感じはいたしました。以上です。 

○大串議長 なるほどね。何か私もそれをど

こかで聞いたことがありますね。なるほど、

それはそうだなと思いましたね。 

  では、ほかにご意見いかがでしょうか。

時間で制限する、もうあと一つはモバイル

バッテリーを貸出しする。はい、どうぞ。 

○豊田委員 東京農業大学の豊田です。 

  例えば座席の混んでいるときに制限す

るとか、あるいはモバイルバッテリーを貸

出ししたらどうかというのは、それはそれ

で考慮していいことだと思うし、十分でき

ることだと思っています。 

  ただ、ここのこの電源の利用というとこ

ろで、わざわざ、その１番に書いてあるよ

うに、その目的を設定する必要はあるかと

いうこの事務局側からの問合せですけれど

も、今の状態を見ると、第３条、調査等に

より使用する場合に限り使用できるものに

するとか、私、何というのかな、要らない

と思っている。 

  こういう電源の使用はこういう場合に

限りできるとか、何かそういう細かなルー

ルをつくっていくと切りがない。じゃ、こ

の場合はどうするんだ、この場合はどうす

るんだ、これはいいのかみたいな。そうじ

ゃなくて、本当にみんなが自由に気持ちよ

く使っていきたいよねというアクションプ

ランで、私たちが確認した大きな大原則の

中で、その場その場でいろいろなものを協

議したり決めていったりすればいいことで

あって、現在のこの第３条みたいなものに

関してはもう削除でいいんじゃないのかな

というのが私の意見です。 

○大串議長 ありがとうございました。ほか

の方はいかがでしょうかね。何かもうスマ

ートフォンやなんかは手放すことができな

い人たちが物すごくたくさんいらっしゃる

ような感じがありますね。はい、どうぞ。 

○原田副議長 原田でございますが、私も豊

田先生がおっしゃったのとほぼ同じで、基

本的には何も要らない。ただ、書かなきゃ

いけないのは１つだけで、危険を、ここ、

２２ページでいうと３番だけだと思うんで

すね。バッテリーの発火リスク等の考慮と

いうのが絶対必要で、特に、時間を制限す

るにしても、また何をするにしても、そう

いうことをやると何が起こるかというと、

トイレで充電するとかいう危険が発生する

のが一番危険かなと思うんですね。なので、

それだけ禁止する。つまり、公開されてい

るところ以外での充電は禁止だというお話

は書かなくてはいけなくて、例えばトイレ

であるとか、もしくは掃除用につけられた

ら掃除用のコンセントだとか、あの辺は全

部禁止だというのは書いておかなければい

けない。それ以外に関しては自由に、目的

とか関係なくやっていただく。 

  さっきのモバイルバッテリーの配布は

非常に面白くて、あれがあるならばそれで

もう十分かなという気も確かにいたします。 

  もう一つは、発火リスクがやはり大きい

ので、基本的に着いているとき以外につい

ては差し込むなはやはり書いておいてほし

いなという気はいたします。例えば「トイ

レに行くときは抜け」というのは書いてお

いてほしいという気はいたします。それが

守られるのであれば何も要らないのかなと

いうのが私の感想です。 

○大串議長 ありがとうございました。何か
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この前も何か電車の中でモバイルバッテリ

ーから充電していたら何かというのがあり

ましたよね。確かにそれはそのとおりだと

思います。 

  ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○柳川委員 視力障害者福祉協会の柳川で

す。 

  今、皆さんのいろいろなご意見を聞いて

私が不思議に思ったのは、図書館の中でバ

ッテリーを充電するとか、それ自体が何か、

頭が固いのか分かりませんが、私などもス

マホを持って歩いていますが、自宅で必ず

１００％充電して出てくると１日大体持ち

ますがね。それを何で図書館でやらなきゃ

いけないんですか。図書館に電源を置いた

りバッテリーを置いたり、そういう今も皆

さんがお話しになっていたように、発火し

たとかそういう事件が多い中で、何で図書

館に来てそれをしなきゃいけないのかと。

それが図書館を利用する目的で来るのであ

って、それを利用する、電源を利用するん

だとしても、私はあまりそういうことは必

要ないと思います。この項目は、私はこれ

についてはちょっと疑問を感じます。 

  よろしくお願いいたします。 

○大串議長 ありがとうございます。確かに

図書館というのは公共の場なので、その公

共の場でそういったことをやるというのは

どうなのかということも、それもまた論点

としてあると思いますね。どうですか、あ

りますか。 

○原田副議長 すみません。今、私の目の前

にＰＣがなくて、先ほどまで使っていたの

を見ていた方もいらっしゃるかもしれませ

んが。常にないとほぼ仕事にならないとい

う生活を繰り返しておりまして、私の場合

には、ＰＣもそれからスマートフォンも大

体２時間から３時間で放電します。なので、

もちません。なので、バッテリーが、もし

くは何かがないと仕事にならないので、常

にモバイルバッテリーは特大のものを持ち

歩いている、これ２つ持ち歩いているんで

すが、それでも足りなくて、これを充電し

たいというのは常に感じているところでご

ざいまして。もちろん私が例外であるとい

うことはある程度自覚はしているんですけ

れども、少なくとも何かをしたいというと

きに禁止されているというのはちょっと厳

しいのかなという気はします。 

  なので、私はちょっと外れたところにい

るのかもしれませんけれども、できるだけ

多くの方々に利用していただけるというこ

とを考えて、禁止する項目は少しでも減ら

したいというふうな思いは持っているとい

うところでございます。ちょっと今なくて

困っているという状況から、申し訳ござい

ません。 

○大串議長 ありがとうございました。実は

時間、あとこれぐらいしかないというとこ

ろで、まだあと２つか３つまだ話さなきゃ

いけないところがありますので、一応、電

源については今それぞれご意見が出たとこ

ろで、事務局で後でちょっと判断、検討し

ていただいて、そして判断していただくと

いうことにしたいと思います。それでよろ

しゅうございますか。 

  それでは次の、あと撮影の問題と音の問

題がありまして、撮影のほうから行きまし

ょうか。 

  撮影のほうの論点としては、２０枚目の

ところで、著作権、（１）で「著作権、肖像

権を侵害しない範囲の中で、ルールとマナ

ーのバランスを考える」という点と、それ

から（２）は、「中央図書館における撮影ル

ールの見直しを具体的に考えてみる」。①

として「撮影の範囲（人物を含む／施設の
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み）をどのように設定するか」。②は「撮影

して、良い場所／ダメな場所を設定するか」。

③は「撮影して、良いとき（イベント時な

ど）／ダメなときを設定するか」。それで、

これは、「参加者だけでなく、講師の意向

にも要配慮」という、こういうことでござ

いますけれども。これについてはいかがで

ございましょうか。その前に中央図書館の

利用者の声というのがありますけれども、

撮影ですね。はい、どうぞ。 

○檜垣委員 檜垣です。 

  まず、撮影なんですが、足立区立郷土博

物館で展示解説のボランティアをしていま

して、郷土博物館は基本的に資料もほぼ撮

影オーケー、駄目なところにだけカメラに

バツというマークが書いてあって、この資

料だけは撮影しないでくださいねという感

じになっていますので、基本的に撮影はオ

ーケーで、中には海外から来たお客様がこ

の資料と一緒に写真を撮ってＳＮＳにアッ

プしたいみたいなお声も頂きますので、「こ

れは撮って大丈夫ですか」と聞かれて、資

料的に問題なければオーケーというお話は

していますけれども、やはり皆さんで見学

会にいらっしゃる、その集合写真を館内で

撮っていいかみたいなお話というのは常々

上がってくるところでもあります。 

  それから、私も音楽教室の先生というの

が本職ではありますので、イベントのほう

を担当させていただいて、お写真を撮らせ

ていただいてということもあるわけなんで

すけれども、基本的にお顔を写らないよう

な感じの撮影がほとんどです。今、ＳＮＳ

を見ていますと、お子さんだったりご参加

者さんの顔にスタンプだったりとか、ちょ

っとぐしゃぐしゃっと消すみたいな感じで

載せるのが主流にはなってきていますけれ

ども、やはり一定数の親御さんから何か容

疑者みたいで嫌だわというお声というのは

やはり今でも上がるんですね。 

  みんなやっているからそれでいいかと

いうと、ちょっとそこは抵抗のある方もい

らっしゃるのは事実ですので、私自身が担

当した講座とか自分の教室もそうですけれ

ども、生徒さんのお名前と顔の写るものは

一切撮影しませんというか、ＳＮＳやホー

ムページに上げませんというのを規約に書

いています。それを見た方が入ってきてく

ださる教室なので、そういう親御さんが多

いのかなという気はしないでもありません

けれども。もし写すとしても、手だけ写っ

ているとか、後ろ姿で誰だか分からないと

かみたいなところを中心にして、イベント

だったりとかというところは撮影をさせて

いただいているケースが多く、今のところ

ご好評を頂いているので、私は今後もその

つもりでいますが。 

  じゃ、図書館でイベントだったり、例え

ば図書館で今勉強しているよとか、何か友

達と本を借りに来たよというのを写したと

きに、どこまで写ってしまうのかみたいな

ところは、リテラシーというところを皆さ

んがどのぐらい共通で持っていらっしゃる

のか、そこも難しいところにはなりますの

で、図書館に来ているふうの写真を撮る中

で資料の撮影をされてしまうと、それはそ

れで困ってしまうしという意味では、場所、

ここだったら撮っていいよとかという場所

の限定、それは職員さんの目の届くところ

というのが１つあると思いますし、写ると

やはり嫌だという方もいらっしゃいますの

で、そこのご配慮をお願いしますというの

はやはり残念ながら書かないと難しいのか

なという気はしています。以上です。 

○大串議長 ありがとうございました。非常

にいいご意見を頂いた気がするんですけれ
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ども。 

○藤田委員 続いて藤田です。 

○大串議長 どうぞ。 

○藤田委員 私も撮影については、規制とい

うことではないですけれど、ある程度お願

いをする必要があると思います。このアン

ケートの結果では、９０％ぐらいの方が、

撮りたいとか撮ってもいいよというご意見

のようですが、中には、撮ってもらったら

困るとか撮りたくないとかという方が必ず

いらっしゃるので、許可制にしたらどうか

と思います。写真を撮りたいときには撮影

者が担当の人に申し出る。そのとき、自分

とか許諾を受けた人だけしか撮らないでく

ださい、資料は撮らないでくださいなどと

記載してある説明書をお渡しして、約束で

きる方だけ許可するのが、安全かと思いま

す。 

 このアンケートからは撮りたいという人

もいっぱいいらっしゃるので、それもかな

えることを考えると、許可制にしたらどう

かと思いました。 

○大串議長 ありがとうございました。ほか

にいかがですかね。どうぞ、どうぞ。 

○原田副議長 基本的に、この問題に関して

は実はかなり細かいのかなというふうに思

っておりまして。つまり、撮影する範囲と、

人物は自分は含まないという話、自分は関

係ないですね、自分は含まないと思ってい

いようですね。要するに、自撮りは人物を

含んでいても人物を含まない取扱いでよろ

しいですね。そういうことですよね。もし

そうだとするならば、それはいいとしても、

例えば人の後ろ姿がオーケーなのかどうか、

それから顔が認識できないぐらいに遠く離

れたものはオーケーなのか、それから公開

するのがＳＮＳに上げたいのか、自分の記

録用なのか、もしくはレポート等に添付す

る目的なのか、研究用なのかといった目的、

それらが様々存在していて、それを全部ル

ール化するのはとても困難だと思うんです

ね。なので、極端なケース以外に関しては、

これは基本的にはなかなか決められないと

いうことになるかと思います。 

  こういうものを定めたものが実は存在

していて、デジタルアーカイブ学会、肖像

権ガイドラインというのがあるんですが、

肖像権ガイドラインだと、実際にこのよう

な目的というものがこれで撮れますみたい

なものが、この点数がどれがどれどれで、

この点数以下の場合にはＳＮＳはオーケー

なんだけれども、これ以下の場合にはもう

個人で載せるものは駄目ですみたいな、そ

ういう形が書いてあって。ある意味では、

もうそれを提示してしまって、それに関し

てよくあるケースだけ示してしまえばよい

のではないか。つまり、確実に大丈夫なお

話としては、人物が写らない、著作権を侵

害せず人物も写らないものに関してはもう

何もかも全部オーケーだと。ただし、人物

が写る場合、他人の人が、他人が写るので

あるならば、それは、このケース、このケ

ース、このケースがあって、これ以外は駄

目ですみたいな形にしないと、詳細がもう

書けないので、詳細についてはガイドライ

ンに従えというふうに書いておくぐらいの

ことをしないと、これ一旦決め始めると、

ルールを逸脱するケースがいっぱいあって

大変過ぎるかなという気がするんですけれ

ども。 

  許諾を取るのも全然いいんですけれど

も、許諾を取ると、許諾を取ることイコー

ル駄目だと捉える方がたくさんいらっしゃ

るというのが私の印象で、許諾を取らなき

ゃいけない自身駄目だと言われているとい

うイメージですね。それが１点と、それか
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ら、許諾を取るということをするとしても、

判断が、何に使うんですかとかいっぱい聞

かなきゃいけなくて、職員が対応できるの

かなという、その２つがとても心配だとい

うことなので。もうこのガイドラインに従

って、「大丈夫ですか」と言ってやる、これ

以上は、「この範囲しか絶対駄目です」を

規定しておく、大丈夫な場合も規定してお

くというのが現実的にはあり得るのかなと

思いながら私は読んでいたという感想でご

ざいました。 

○大串議長 今の３人の方のお話を聞いて

いると、僕個人としては、それぞれのお考

えで示していただいて、それでその上で何

か考えるということになるのかな。つまり、

簡単に言うと、この場でそれぞれのお考え

をもっと詳しく聞いて、それで図式かなん

かにして、こういうのがあるんだという、

それをやるのはちょっと無理があると思う

ので。この点については、事務局にもちょ

っと相談なんですけれども、もう今、お３

人の方が出していただいたお考えを、事務

局も含め、ちょっともっと丁寧に詳しく聞

いていただいて、それで事務局のほうでこ

ういう感じで行ったらどうだろうかという

案を考えていただいて、それで次回、もし

提案できるのであれば提案していただくと

いうふうにさせていただくのがいいような

気がしますね。これ以上は、時間をかけて

それぞれのお２人のお話を聞いても、じゃ、

具体的に自分としてはそういうのを言われ

たらどうなるんだという感じもありますけ

れども。何かご意見ございますか。 

○圷委員 最後にちょっと、圷でございます。 

  私、ふだん仕事は、足立区役所の、足立

区営の公共の駐車場ですとか公共の自転車

駐車場の管理運営をしておりまして、以前、

こんなトラブルがありました。お客様が自

転車をラックに入庫します。帰ってきたと

きにどこだか分からなくなっちゃうからと

いって写真を撮ったんですね。この柱、Ａと

いうゾーンがあるので、そのゾーンの隣に

自分が止めたということを写真に撮ってお

きたいので撮ったら、そこに向こうから歩

いてきたお客様が写り込んでいたと。カシ

ャッという音がしたので、今の角度だった

ら自分が写っただろうということで苦情を

言ったんです、その写真を勝手に撮った方

に。でも、私は自分の自転車を撮ったんだ

と、あなたを撮っていないと。それを削除し

ろと言ったんですけれども、削除しないと

言ったんですね。そこで、管理者である私た

ちのほうに苦情が来て、写真撮影はどうな

っているんだと。そういったガイドライン、

実は駐輪場では設けていないんですよ。ま

さか駐輪場で写真を撮るところまで、撮影

ＮＧですなんということが、今、原田先生お

っしゃったように、もう大変な取締りの中

で取り締まっていくのは大変だということ

もあってやっていなかった。そこに対する

損害賠償を求められて大変な目に遭ったこ

とがあるんですね。結果的に、損害賠償は取

り下げてもらって、削除してもらうという

ことで一件落着したんですが。 

  結論からいうと、私は、公共サービスを

やっている側として、駐輪、駐輪サービスで

すけれども、基本、撮影はＮＧにしたほうが

いいというふうに思っています。いろいろ

なトラブルが、予期せぬトラブルが起こり

得るからなんですね。 

  じゃ、どうやったらいいか。図書館に来

たときに撮影を、写真撮影したいといった

ときには、やはりこの場所ならいいという、

本当に図書館の入り口みたいなところで、

ようこそ図書館へと、そこでテーマパーク

みたいな形で撮る人というのはなかなかい
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ないかと思いますけれども、撮るんだった

らそういったところで撮ってみるとか、写

真撮影の場みたいなところで撮影オーケー

のゾーンをつくるみたいな形にしたほうが、

そこに来る人たちはみんな撮影、インスタ

に上げるかなんか分かりませんけれども、

そういった形に特化したゾーンをつくった

ほうがいいんじゃないかなという、それ以

外は一切撮影禁止にしたほうがいいという

のは自分自身の体験で痛感しております。 

  以上です。 

○大串議長 ありがとうございました。じゃ、

ほかにありますか。 

  今のご意見は非常に身につまされるよ

うな話で、私も図書館の中で仕事をしてい

ましたので、これは意外と想定外のいろい

ろなお話が出てきましたですよね。 

  それで、事務局のほうでご検討いただい

て、次回、またご提案いただけたらご提案し

ていただきたいなと。 

  それで、時間もあれなんですけれども、

最後にこの音の問題ですね。これは、皆さん

いろいろとあると思うんですけれども、こ

の音についてはどうでしょうね。いろいろ

なご意見がこれも実はあるんじゃなかろう

かというふうに思いますし、それで図書館

としてどうなのかという、こういうことも

ございますし。 

  それから、これ歴史的な経過もいろいろ

絡むものですから、まず、例えば歴史の本や

なんかを読みますと、ヨーロッパでは、例え

ばアリストテレスが最初に図書館、ムセイ

オンに附属した図書館をつくったときに、

３つの図書館の役割ということで、１つは、

本で学ぶこと、それで学習する。それから、

本でいろいろと自分のいろいろな楽しみや

なんかを探る。それから３つ目は、本につい

ていろいろと対話をすると。そこでお話を

するということが、それが３つ目に書いて

ありまして、そうするとヨーロッパではそ

れが基本的な図書館についての考え方にな

っているから、そういう話す場、おしゃべり

をする場、ここについていろいろと語り合

う場、そういうのが基本的に置かれている

のが図書館なんだという、そういうことな

んですけれども。 

  日本の場合は、残念ながらそういうふう

になっておりません。もう全館静かにしろ

というような、昔、ある時期から。これは、

ちょうど日本の公共図書館ができ始めると

きに、日本の資本主義が新しい段階に到達

して、新中間層という方が出てきて、その予

備軍の勉強の場になったということで。そ

れまでは日本人は本を読むときには声を出

して読んでいたのが、その場では静かにす

る。だから、明治３０年代過ぎ、４０年代頃

の図書館の中の図とかそういうのがありま

すけれども、どでかく「静粛」と書いてある

貼り紙が出ているような、こういった図が

出たりなんかしています。それが日本の場

合ずっと来ていまして、それで現代までず

っと来ているということで。果たして、本と

いうものはそういう役割を本来持っている

のに、それが日本の図書館の中でちゃんと

活用して利用する、本としての１つの機能

とか役割を果たすような、人間との関係で

果たすようなことになっているかというと、

ちょっとそうではないという、そういうこ

ともあるんですけれども。 

  これどうでしょうね。取りあえず、今回

のご提案は中央図書館で具体的にちょっと

考えてみましょうという、こういうことで、

地区館のほうは、これはまたちょっとまた

別にしましょうという、こういうことでご

提案があると思うんですけれども、何かご

意見ございますか。はい、どうぞ。 
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○圷委員 １点だけ。圷でございます。 

  実はこの８月に、子供が本が嫌いでして、

何とか挑戦してもらいたいという思いから、

中央館に一緒に来たんですね。子供は、初め

て来たんです。そこで、ミッションを１つ設

けまして、声、音とかというのをどう感じる

かを子供に聞いたんですね。そうしたら、こ

こに行ったらお父さんが、違うお父さんが

静かにしろと言っていたとか、ここはみん

ないるところは静かだな、大人が勉強して

いたみたいなものをチェックしてくれたん

ですよ。 

  そこに今回、私、もらったときにこの資

料が当てはまって、音という部分で、特に中

央館は非常に立地的にきちっとゾーニング

されているなという感じがしました。子供

が気にならなかった、ここで騒いでもお父

さんは、ほかのお父さんは静かにしなさい

と言っていたけれども、そこで声を出して

も実はあそこにいるお姉さんには届かない

と思ったよというのは、そのお姉さんの隣

の座席に座って子供の声を聞いたときにあ

まり気にならないと子供が言ったんですよ

ね。だから、そこの家族のお父さんは気にな

ったんですけれども、ゾーニングでは実は

気になっていないと言ったのが子供の意見

でした。 

  ここから私もちょっともう一回、この参

考の資料２というのがありましたので、こ

れを見ながらもう一回ちょっと館内を確認

した方がいいなという感じがしまして、子

供から学んだというのがあります。ありが

とうございます。 

○大串議長 ありがとうございました。ほか

の方はいかがですか。どうぞ。 

○髙橋委員 読み語りボランティアの髙橋

と申します。 

  １１ページの「中央館利用者の声（タイ

ムシェア）」というところで、「午前は静か

が良い」という回答をされた方が半数いら

っしゃるんですね。午後は子供たちが来る

からということなんですけれども、赤ちゃ

んが活動できるのは午前なんですね。です

から、私たち、足立区内であかちゃんおはな

し会をメインに活動させていただいている

んですけれども、あかちゃんおはなし会は

大体午前中です。お母さんたちは、図書館に

よっては「あかちゃんタイム」という時間帯

を設けて、この時間帯は赤ちゃんのにぎや

かな声が聞こえてもちょっと優しく見守っ

てくださいみたいなところを設けていると

ころもあるんですけれども。やはりお母さ

んは、図書館の雰囲気が静かにしていない

といけないみたいな、そういうプレッシャ

ーを感じている方が結構いらっしゃるよう

な気がします。 

  あと保育園とかもちょっと何館か行か

せていただいているんですけれども、保育

園、幼稚園の保母さんたちも、午前中のお散

歩のときとかにちょっと図書館なんかに連

れていきたいと思うんだけれども、やはり

子供たちが騒ぐからということで二の足を

踏んだり。でも、みんな絵本が好きなのでと

かとおっしゃる声をよく聞くんですね。 

  ですから、この１１ページを見る限り、

「午前は静かが良い」というお答えをした

方が半数なんですけれども、しっかりゾー

ニング、中央図書館はほかの図書館と比べ

て広いので、子供コーナーが結構広く取ら

れているということもありますので、ちょ

っとやはり午前中も、午後は幼稚園、小学校

の子供たちが来てにぎやかに騒ぐんですけ

れども、午前中は、赤ちゃんを連れたお母さ

んが図書館に来ておはなし会に参加したり、

赤ちゃんのための絵本を読む、選ぶという

時間帯になるので、その辺のところを少し
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考慮していただけたらと思います。 

○大串議長 ありがとうございました。 

○藤田委員 付け足しもいいでしょうか。 

○大串議長 はい、どうぞ。 

○藤田委員 これはお願いですが、地域館は

おしゃべりオーケーみたいなところが意外

と少ないですよね。小さい子どものことを

考えたら、しゃべらないというのは無理だ

と思います。絵本の読み聞かせなどができ

ると考えれば、絵本コーナーやキッズコー

ナーは、おしゃべりオーケーにしていただ

けたらいいなと思います。もちろん静かに

するということも大事ですけれども、子ど

ものコーナーはそのくらい許諾してあげて

もいいのではないかと思います。 

○大串議長 ありがとうございます。 

  実は私、図書館に勤め始めたのが１９７

３年なんですけれども、そこで児童サービ

スの説明、研修があったんですよね。そこで

担当の方がお話しされたのは、図書館は字

が読める子供以上を対象にするところです

と。それで、ところが、もうヨーロッパでは、

例えば１９６０年代後半には、これから新

しい社会が登場する、到来すると。情報社会

が到来して、その中で活躍できる人材を育

てるためには、まずゼロ歳児からの読書だ

と。それで、これは、お医者さんとか公共図

書館を中心に、学校の先生とかお医者さん

とか心理学者とか地域の人が集まって、と

にかくゼロ歳児からの読書をする。その中

で、子供がやはり親御さんとか図書館員と

か周りの人から読んでいただくことで、そ

こで楽しい気持ちを育てていただいて、そ

れをベースにして、将来、生涯にわたる読

書、これを進めてもらいたいという、そうい

う取組をやっていたんです。 

  僕も後で、１９８０年代、８０年に２３

区に来て、それで、ヨーロッパのそういう事

情を知らなかった。自治権拡充のために２

３区独自の児童福祉委員会をつくるとか。

いろいろ調べたときに、そういうことを要

するに書いてある本やなんかをいろいろ見

まして、「ああ、そうか、そうだったんだ」

と。つまり、日本の図書館というのはやはり

ゼロ歳児からの読書ということを空間的に

全然考えてこなかった。これが問題なんで

すね。だから、例えば、小さな乳飲み子さん

のお世話をするお部屋をちゃんとつくると

いうのは、これは基本なんですよ。だけれど

も、僕が関わった図書館の中でそれをつく

ったのは、一番新しい足立区立中央図書館。

それまでの図書館はそういうのをつくらな

かった。 

  だから、これは実に根が深い問題で、そ

ういう基本的なところから我々は考えて、

図書館にはゼロ歳児からの読書ということ

が必要で、もう声を出して子供たちに語り

かける空間をどこにでも必要だということ

を、我々が認識を持つ必要があるというの

が僕の考え方で。それで、騒がしい図書館だ

とかいろいろなことを言って、偉い先生方

から怒られたりなんかしましたけれども。 

  やはりそういうことで、この中央図書館

も単にこういうことでは……。それで、やは

り午前中なんですよ、声が出るような空間

にするには、タイムシェアにしても。だか

ら、やはりその辺をもう一度我々としては

考えて、そういうゼロ歳児からの読書を段

階的に進められるような空間構成を足立区

立中央図書館に考えてつくっていただきた

いなというのが私の考え方なんですけれど

も。どうぞ。 

○髙橋委員 私たちの活動、今年で２２年目

なんですが、活動の最初は、中央図書館が、

その当時の読書支援課というところで直接

私たちはバックアップいただいていたんで
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すけれども、活字離れ、本離れ、図書館離れ

を防ぐにはどうしたらいいかということで、

待っているのではなくして、こちらから出

向いていって、本に親しめるような環境づ

くりということで読み聞かせ講座というの

を主催してくださって、そこの有志が保健

センターからスタートしたんです。 

  保健センターの健診のときに自由に出

入りできる感じで、お子さんと一緒に待ち

時間を楽しんでくださいということで５つ

の保健センターからスタートしまして、今

は保健センター以外に幼稚園、保育園、図書

館とかいろいろ活動が広がっていったんで

すけれども。いまだに私たちの団体は中央

図書館からバックアップを頂いていまして、

できるだけ絵本が好きになってほしい、そ

の後、最初はお母さんに連れてこられて本

が好きになってほしい、そのうちに１人で

来られるようになったら、どんどん自分で

好きな本、絵本から本というふうに図書館

に足を運んでもらえる子が育ってくれたら

いいなということで活動しているんですけ

れども。中央図書館は一生懸命やってくれ

ています。ありがとうございます。 

○豊田委員 ちょっといいですか。 

○大串議長 どうぞ、どうぞ。 

○豊田委員 何か時間がなくなっちゃった

ので、１つ提案なんですけれども、多分中央

図書館に関しては広さがしっかりあるので、

ゾーニングができればタイムシェアは考え

なくていいと思っているんです。ゾーニン

グを考える上では、先ほど圷委員からあり

ましたけれども、イメージがつかめたほう

が、ここのゾーンはオーケーだね、ここのゾ

ーンはちょっと静かにしたほうが、案外い

いかもねというのを、この平面図だけだと

つらいので、次回のときに見学時間を設け

るのか、あるいは写真っぽいような感じの

ものを見せていただくのか、方法は事務局

に考えていただいて。じゃ、これをにぎやか

なエリアにしましょう、これは静かなエリ

アにしましょうみたいな材料を用意して、

次回持ち越しという辺りでどうでしょうね、

議長。 

○大串議長 そうですね。保健のお話があっ

たんですけれども、私、西表島に行ったとき

に、やはり地元でお母さん方がおやりにな

っている、読み聞かせやなんかを。それで、

そこがやはり保健センターだったんですね。

図書館じゃなかったんですね。やはりそう

いう施設ではなかった。教育委員会ではな

かった。 

  それはともかく、今の豊田委員のご提案

がありましたので、どうでしょう、皆さん、

こういう形で、次回、できれば、事務局に考

えていただいて、館内の見学、その辺も含め

て、我々に意見がまとまるような方法で考

えていただいてご提案いただくということ

で進めたいなと思うんですけれども、どう

でしょうか、事務局の方は。そういうことな

んですけれども。 

○大久保中央図書館長 事務局大久保でご

ざいます。 

  そのようにさせていただければと思い

ますので、館内見学の時間を、通常、こちら

の会議、２時間枠でやらせていただいてい

ますが、プラスで取らせていただくのか、２

時間の中に入れさせていただくのか、事務

局のほうで考えまして、議長、副議長とご相

談させていただきたいというふうに思いま

す。 

○大串議長 ありがとうございました。とい

うことで、今、一応、事務局が論点としてご

提示いただいたことについては、ちょっと

尻切れとんぼになりましたけれども、我々

の意見が一応出されたという形になりまし
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たので、時間も参りましたので、この辺で会

議を閉めたいというふうに思います。ご協

力いただきましてどうもありがとうござい

ます。それで、私の進行がちょっと不手際

で、大変申し訳ございませんでした。 

  じゃ、マイクを事務局に戻したいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

────────◇──────── 

 

○大久保中央図書館長 大串議長、ご進行あ

りがとうございました。また、委員の皆様に

おかれましても、今回も活発なご議論を頂

きまして誠にありがとうございました。 

  それでは、事務局のほうから、４点ご案

内をさせていただきます。 

  １点目、まず、次回の第３回協議会につ

いてでございます。 

  大変申し訳ございません。こちらまだ日

程が確定できてはおりませんが、時期とい

たしましては、１２月の上旬で今検討をさ

せていただいております。遅くともあした

頃までには皆様に日程確認のほうをメール

でご連絡させていただきたいと思いますの

で、そちらにご返信を頂ければというふう

に思います。 

  議題につきましては、本日に引き続きま

して、館内のルール及びマナーの見直しに

ついてご議論を頂きたいというふうに思っ

ております。その中で、先ほどお話がありま

した館内の見学、中央図書館の館内のご案

内ですとか、あとは、撮影に関しては事務局

で再度整理をということでご指示を頂きま

したので、そういったものを整理した上で

臨ませていただきたいというふうに思いま

す。会議資料につきましては、完成次第、事

前にお送りをさせていただきます。 

  次に、２点目となります。 

  本日の会議録については、事務局にて作

成後、委員の皆様にお送りをさせていただ

きます。委員の皆様のご確認が終了次第、ホ

ームページのほうで公開をさせていただき

たいと思いますので、あらかじめご了承く

ださい。 

  次に、３点目となります。 

  本日、お車でお越しの方につきましては

駐車券をご用意しておりますので、会議終

了後、会場内の職員までお声かけいただけ

ますと幸いです。 

  最後に、４点目となります。 

  こちらご案内となりますけれども、本日、

柳川委員から点字絵本に関する催しのご案

内のほうを頂戴しております。柳川委員か

ら、ぜひ、ご関心があれば皆様にお越しいた

だきたいというふうにお声かけいただいて

おりますので、皆様のほうでご検討いただ

ければ幸いでございます。 

  それでは、以上をもちまして、第２回足

立区立図書館協議会を終了いたします。 

  本日は、お忙しい中、ご出席を頂きまし

て誠にありがとうございました。 

午後４時１０分閉会 


